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１【提出理由】 

2026年２月25日（水）開催の本投資法人の役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特定

有価証券（以下「本投資口」といいます。）の募集を、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国に

おいては1933年米国証券法ルール144Ａに基づく適格機関投資家への販売のみとします。）において行うこと（以下「海

外募集」といいます。）が決議され、これに従って海外募集が行われることから、金融商品取引法第24条の５第４項並

びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第１号に基づき、2026年２月25日（水）

付で臨時報告書を提出しておりますが、2026年３月３日（火）開催の本投資法人役員会において、海外募集の発行数及

び募集条件等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の５第５項におい

て準用する同法第７条第１項に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

２【訂正内容】

訂正箇所は 罫で示してあります。

（２）発行数

（訂正前）

355,080口 
（注）上記発行数は、今後変更される可能性があります。なお、本募集の総発行数は848,991口であり、国内一般募集における発行

数は493,911口を目処とし、海外募集における発行数は355,080口（後記「（５）引受人の名称」に記載の引受人（以下「海外

引受会社」といいます。）による買取引受けの対象口数313,089口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を

買い取る権利の対象口数41,991口）を目処として募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、後記

「（３）発行価格」の（注２）で定義する発行価格等決定日に決定されます。 

（訂正後） 

355,080口 

（注）本募集の総発行数は848,991口であり、国内一般募集における発行数は493,911口であり、海外募集における発行数は355,080

口（後記「（５）引受人の名称」に記載の引受人（以下「海外引受会社」といいます。）による買取引受けの対象口数

313,089口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数41,991口）です。 

（３）発行価格

（訂正前） 

未定 

（注１）発行価格等決定日（後記（注２）で定義します。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に

終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とします。 

（注２）前記（注１）記載の仮条件により需要状況等を勘案した上で、2026年３月３日（火）から2026年３月５日（木）までの間の

いずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に海外募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額

（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として海外引受会社から受け取る金額）を決定します。 

（訂正後） 

79,086円 

（注） 発行価額（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として海外引受会社から受け取る金額）は76,584円です。 

（注１）の全文及び（注２）の番号削除 

（４）発行価額の総額

（訂正前）

27,833,000,000円 
（注）前記「（２）発行数」に記載の海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利のすべてが行使された場合

の上限金額です。海外募集における発行価額の総額は、2026年２月２日（月）現在の株式会社東京証券取引所における本投資

口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資

口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超える

ものとします。 

（訂正後） 

27,193,446,720円 
（注）前記「（２）発行数」に記載の海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利のすべてが行使された場合

の上限金額です。 
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（７）発行年月日（払込期日）

（訂正前） 

2026年３月９日（月）から2026年３月11日（水）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の４営

業日後の日とします。 

（訂正後） 

2026年３月９日（月） 


